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○内谷重治市長 赤間議員おっしゃるとおり、来

年の東京オリンピック・パラリンピックで、特

にホストタウンの国々、あるいは私どもの姉妹

都市とか友好都市の海外の皆様が少なからず長

井にいらっしゃるわけでございますし、あとは、

またとない外国人の旅行のお客様を迎えるチャ

ンスでございますので、そこについて、まずは

庁舎内でたたき台をつくって、我々の市役所で

どのぐらいのものまでできるかと、あと、そこ

から地区長連合会やら、あるいはコミュニティ

センター、あとは観光協会、観光局とか、いろ

んな団体の皆様と相談して、実現不可能な計画

だけつくっても大変ですし、あとは、地元でご

協力いただくにもやっぱり相当程度、花いっぱ

い運動も行革の関係でずっとやってなくて、今

は違う形ではやっておりますけれども、果たし

てどこまで地区ごとにご協力いただけるのか、

こういったことなども見きわめながら、やはり

来年度の予算の関係もありますので、もう９月

なので、そろそろつくらなきゃいけないと非常

に焦っておりますが、なお、おっしゃることも

ごもっともでございますので、今後、来年どう

いうふうにしてお迎えするかと、その際にどう

いった形で地域の皆様にご協力いただくかとい

うことなどもいろいろ検討しながら、まずは市

全体のいろんな団体の皆様のご意見を伺いなが

ら、方向性を探ってまいりたいと思います。あ

りがとうございました。 

○平 進介議長 11番、赤間 広議員。 

○１１番 赤間 広議員 ありがとうございます。

私ども、恐らく議員、ここにおられる全ての議

員も協力していきたいというふうに考えておる

と思いますので、私を含めて、お手伝いするこ

とがあれば率先してやってまいりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 きょうはありがとうございました。 
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○平 進介議長 次に、順位14番、議席番号14番、

今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 日本共産党の今泉春江

でございます。大きく３つの質問をいたします。

答弁は市長に求めております。市民にもわかる

ように明確な答弁をお願いいたします。 

 まず最初の質問です。公共施設建築工事の進

捗状況についてです。 

 先日、東京から帰省した方が話されていた言

葉が大変印象深く残っています。赤湯駅からフ

ラワー長井線に乗り、長井駅に着くと、長井駅

がなくなっていました。駅が市役所の建設のた

め取り壊されることは知っていましたが、その

光景に大変驚きました。３年後には新しい市役

所ができますが、建物が新しくなることだけで

なく、中身が大切ですというようなことを話さ

れました。同じ思いを強く持ちました。今、市

民の一番の関心は、市庁舎建設だと思います。

そのためにも進捗状況をお聞きします。 

 さて、過日の全員協議会で市庁舎などの公共

施設の建設、文化会館の改修状況などが示され

ました。そこで、示された市庁舎建設の進捗状

況の説明では、工事金額や請け負う契約会社な

ど、また事業打ち合わせや附帯する側溝化発注

工事、解体工事などのスケジュールが説明され

ました。また、一番大切な近隣住民への説明会

を行ったと報告がありました。近隣住民には、

いつ、どのような内容の説明を行ったのでしょ

うか。住民は、どのような反応で、どのような

質問が出されましたか。それらにどのように対

応されましたか、まず伺います。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 この件につきましては、公共施設整備課長が

開催してございますので、課長のほうから答弁
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をいたさせます。 

○平 進介議長 渡部和裕公共施設整備課長。 

○渡部和裕公共施設整備課長 それでは、この件

につきましては私のほうから説明、ご報告させ

ていただきたいと思います。 

 市庁舎建築に伴う住民への説明会の内容でご

ざいます。近隣住民の方々への工事説明会は、

入札前の５月20日と、あと工事請負者が決定後

の７月30日の２回開催いたしました。 

 内容といたしましては、第１回目の説明会で

は、現在の駅舎、山形鉄道本社の解体工事と周

辺架線のつけかえ工事と仮設駅舎建設に伴う駐

車場や通行経路等の説明を行いました。第２回

目の説明会では、新庁舎本体の建築工事につい

ての概要やスケジュールの説明を行いました。

ほかに、現在の駅舎等の解体工事や仮設駅舎に

ついても再度説明をさせていただいたところで

す。 

 近隣住民の方々のご質問、ご意見の主なもの

といたしましては、工事期間中の自動車や歩行

者等の通行について、駐輪場の解体工事に伴う

騒音対策について、庁舎本体工事の際の重機車

両等の安全対策について、新庁舎の敷地周辺架

線の改修工事の内容について、工事用車両の通

行量や経路と工事の案内看板等について、新庁

舎前駐車場の消雪の方法について、庁舎前駐車

場の完成後の東側の民地との高低差あるいはプ

ライバシー対策等について、市道西裏線、通称

グンゼ通りの拡幅工事と市道本町西１号線、労

金前通りの延伸後の新設交差点への信号機の設

置等の要望、あとは通学路の安全対策や防犯灯

の設置についての要望等がございました。あと

は、新庁舎工事完成後の敷地周辺水路の豪雨時

の内水被害対策についての質問、都市計画道路

長井駅海田線、駅前道路の事業時期については

大体いつごろか等の質問でありました。 

 全体的には、このさまざまな質問、新庁舎の

建設に関する工事内容につきまして、質問に対

して工事概要や安全対策等の説明をさせていた

だきました。これに対しましては、参加された

住民の皆様のご理解とご了承をいただけたもの

と感じております。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 住民の納得、理解とい

うことでご理解いただいたというような説明を

今いただきました。そこを確認させていただき

ました。これからもやはり住民の方は、本格的

な工事が始まりますと大変騒音とか車両の交通

や何かで大きな車が通りますので、やっぱり安

全・安心ということで何か不安のような意見が

あったり要望がありましたら、丁寧に説明して、

その都度対応していただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 次の質問に参ります。建設に伴う駅前入り口

駐車場の駅前の整備は、現在どのように進んで

いますでしょうか。対象となっている立ち退き

の住民の方々の同意、契約などの進捗状況はい

かがでしょうか、お伺いいたします。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 この件につきましては、建設参

事のほうから答弁をいたさせます。 

○平 進介議長 青木邦博建設参事。 

○青木邦博建設参事 お答えいたします。 

 市道長井駅前線の道路整備事業につきまして

は、４月の17日に測量調査設計及び用地調査等

業務委託を発注しております。履行期限はこの

９月27日までとしており、現在、道路や駐車場

の設計が終了し、県の長井駅長井停車場線との

取りつけや安全対策などの検討をし、山形県や

警察署と協議を行っているところでございます。 

 また、道路整備に伴う用地買収や補償契約の

進捗状況でございますが、現在まさに用地測量

や補償内容の調査を行っております。並行して

住民の皆様と契約に向けての協議を続けており

ます。対象となる住民の皆様には、総論として

事業の趣旨をご理解いただき、現在は個別で事
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業にご協力いただけるよう丁寧な説明や対応を

しているところでございます。今後も協議を重

ねていき、この10月ごろに契約いただけるよう

準備を進めているところでございます。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 建設参事からご説明い

ただきましたが、立ち退きを予定してます計画

にある住民の全員の方の了解がいただけました

んでしょうか。そこをお聞きしたいと思います。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 この件につきましても建設参事

のほうにお答えいたさせますが、ただ、たとえ

議会からのご質問としても、これは非常に相手

方との今まさに話し合いをしてる内容でござい

ますので、この方はいいんだけど、この方はだ

めだとか、そういったことはやっぱり相手方が

あることでございますので、なお、ただいまの

件につきましては建設参事で言える範囲で状況

などを答弁いたさせます。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 市長から、誰々という

ことでなくて、全員が了解したということでし

ょうかということをお聞きしてますので、個人

的などこがどこということではなくて、そうい

う意味でお聞きしましたんです。市長から答弁

振っていただいて結構ですけども。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 今泉議員がおっしゃるのはわか

るんですけども、やっぱり総体的に賛成してい

ただいてますということ自体も非常にデリケー

トなんですよね。いや、私はそんなの賛成して

ないですよと言われることもあるわけですから、

本来は本当に契約が締結するまで、こういった

ことは公の場では公言してはいけないものとい

うふうに私は感じておりますが、建設参事のほ

うはそういったところの経験もあるわけでござ

いますので、建設参事のほうからの答弁をいた

させます。 

○平 進介議長 青木邦博建設参事。 

○青木邦博建設参事 お答えいたします。 

 現在の進捗状況については、先ほど答弁させ

ていただいたとおりです。いいのか悪いのかと

いうのは、契約の判こをいただけるかどうかと

いうことですよね。それを10月にする予定です

というふうに私は申し上げましたので、これ以

上の答弁はちょっとできないということでござ

います。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 そうすると、10月に契

約状況なども、契約いただいた方のお名前は別

としても、そういう状況というのはご説明をい

ただけるんでしょうか、進捗状況という意味で。

いかがでしょうか。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 これも、まず事業そのものの予

算につきましては、議会の議決をいただいてる

わけですから、全員から契約をいただきました

なんていうことで、わざわざ報告すべきもので

はなく、またやはり実際事業が始まるときは、

これはまたいろんな形で説明はさせていただく

わけでございますので、今のところ私どものほ

うから契約を締結いただきましたということで

議会のほうにご報告する予定は、私のほうは適

切じゃないというふうに考えております。 

 ただ、必要な場合があれば、これは相手方の

ほうのご了承をいただいて議会のほうに報告す

る場合もあり得るかもしれませんが、今の段階

ではちょっとお約束できないのかなと。ただし、

これらの契約については、先ほど申し上げまし

たように、既に議決をいただいてる内容でござ

いますので、そこのところを含みおきいただい

て、ご理解いただきたいと思います。 

○平 進介議長 今泉議員に申し上げますが、今

の件につきましては質問を変えて、次の質問に

移るようにお願いします。 

 14番、今泉春江議員。 
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○１４番 今泉春江議員 議会としても内容をも

っと個人的なプライバシーということではなく、

全体の工事の進捗状況なども大変気にしてると

ころですので、本当はそういう状況などもお聞

きしたいところですけども、議長からもそうい

うふうに言われましたので、まず住民の要望や

不安などに、立ち退きの方なんかのこともそう

ですけども、十分応えていただくように、そし

て進めていただきたいということで、この質問

をじゃあ終わらせていただきます。 

 今の質問と関連いたしますが、最後の質問で

す。これら駅前の整備などは市庁舎建設と大き

くかかわっています。ですから、私が質問する

んであって、ここだけ特別にというものではな

くて、市庁舎建設と大きくかかわるから、関連

するこういうものも総合的に検討する必要があ

るのではないかと思って質問いたしております。

お聞きしても詳しい内容はいただけないという

ことで大変残念ですけども、今後もやはり丁寧

にきめ細かく、その進捗状況などをお示しいた

だければと思いますので、そこのところもご検

討いただきたいと思います。いかがでしょうか、

市長。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 この件につきましても、私ども

はできるだけ議会の皆様には必要と思われる部

分については報告してまいりたいと思いますが、

詳しくは公共施設整備課長のほうからお答えを

させていただきます。 

○平 進介議長 渡部和裕公共施設整備課長。 

○渡部和裕公共施設整備課長 ただいまの件につ

きましても、新庁舎建設に関します工事等の案

件につきましては、前回の協議会等でご報告さ

せていただきましたとおり、今後も全員協議会

や、あと公共施設整備調査特別委員会等のほう

で工程等、状況等を細かく報告させていただき

たいと考えております。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 今、課長のほうから細

かく説明させていただきたいというようなお約

束をいただきましたので、確認をさせていただ

きます。 

 それでは、次の質問に参ります。10月から消

費税10％への増税に伴い、10月から幼児教育・

保育無償化が実施されます。３歳から５歳まで

の保育所、認定こども園、児童センターを利用

する子供たちの利用料が無償化されます。ゼロ

歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供も対

象とするとしています。また、無償化に伴い、

今まで保育料の一部として支払っていた副食費

を別に実費を施設に支払います。また、生活保

護世帯年収360万円の世帯や第３子以降には新

たに副食費の支払いは免除されるとしています。

そんな予定の中、新たな問題も起きてきていま

す。 

 最初に、副食費についてお聞きします。長井

市でも副食費の支払いが発生します。現在、保

育料と一緒に納めていますが、副食費は現在１

人幾らでしょうか。保育無償化になった場合の

10月からの副食費の保護者負担は幾らになりま

すか、お聞きいたします。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 こちらにつきましては、具体的

な食費の金額等々でございますので、子育て推

進課長から答弁をいたさせます。 

○平 進介議長 加藤潤子子育て推進課長。 

○加藤潤子子育て推進課長 今泉議員の幼児教

育・保育無償化について、１つ目であります無

償化に伴う副食費の支払いについて、現在の副

食費は幾らで、無償化になった場合の副食費は

幾らかについてお答え申し上げます。 

 今回は、主に認可保育所についてのご質問だ

と思いますので、初めに児童センターについて

若干ご説明いたします。児童センターでの副食

費は、無償化の対象外になっております。これ

まで１食200円ぐらいの弁当を外注し、うち100
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円は市から補助としております。これまでどお

り10月以降もこのような対応をしていく予定に

なっております。 

 ここで、10月からの制度について若干ご説明

申し上げます。現在、保育所では、主食となる

ご飯は持参し、副食費、いわゆるおかず代は保

育料の中に含まれておりました。とりわけおか

ず代としての支出はいただいておりませんでし

たが、２号認定、いわゆる３歳以上の保育の必

要性がある子供さんの場合、月額4,500円が保

育料に含まれる形で納付いただいています。 

 しかし、無償化後は、３から５歳児の副食費

が今、議員がおっしゃったとおり保育料に含ま

れませんので、別途支払いが必要になってまい

ります。10月以降は各施設において実際に提供

したおかず代を勘案した金額を定めていただく

ことになりますが、市内施設で大きな差が出な

いよう、国から提示されている目安となってい

る金額が4,500円であるというふうにお知らせ

しているところです。 

 なお、国の制度においては、低所得者及び多

子世帯に考慮して、年収360万円未満相当世帯

と第３子以降の子供については徴収免除となっ

ており、長井市でも同様の対応をとる予定でご

ざいます。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 今、課長からご説明い

ただきました。その中で、児童センターのお弁

当代というのは今までと同じということでよろ

しいんですね。そして、認可保育園などの副食

費ということは、国が4,500円というような金

額も目安を出しておりますので、それに従って、

そのような金額になるということで確認してよ

ろしいんですね。わかりました。 

 それでは、次の質問です。その副食費の金額

を施設に納入しなければなりません。納入方法、

支払い方法はどのようになさるのか、保護者が

毎月施設から請求された金額を施設に持ってい

き、納入することになるのか、コンビニなどの

方法があるのか、どのような納入方法にするの

か、お伺いいたします。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 この件につきましても、子育て

推進課長より答弁いたさせます。 

○平 進介議長 加藤潤子子育て推進課長。 

○加藤潤子子育て推進課長 私のほうからお答え

いたします。 

 納入方法でございますが、納入方法につきま

しては、口座振替にするのか直接施設に持参い

ただくのかは、各施設の判断といたしておると

ころです。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 じゃあ、各施設によっ

て、これからお決めになるということで確認し

てよろしいですね。わかりました。 

 ということで、その徴収義務や徴収管理など、

施設が受ける新たな負担が出てくると思うんで

す。施設、保育士などにかかってくるこの負担

が非常に大きいものになるのではないかなと思

います。保育所は、一人一人に新たな請求書を

出し、請求する必要が出てくるのではないでし

ょうか。そのため、保育士の長時間過密労働に

拍車をかけるのではと懸念されております。長

井市では、このような予想される問題にどのよ

うに対応なさいますか。事務負担軽減のため、

行政による新たな支援や人員配置が必要になっ

てくるのではないでしょうか。どのようにお考

えか、お聞きします。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 施設関係者の方々には、まずは説明会を開催

し、制度内容等の周知を現在図っているところ

でございます。以降は、その都度個別にご質問

にお答えし、事務担当者の負担軽減に努めてい

るところです。徴収管理につきましては、確か

に毎月集金を行う作業は新たな負担増になって
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くるかと思いますが、納入方法を口座振替にす

る等々事務を簡素化される予定をしているとこ

ろもたくさんあるとお聞きしているところでご

ざいます。新たな取り組みですので、さまざま

な疑問や想定外の事案が出た場合には、事務担

当者間でのやりとりを密にし、まずはしっかり

と対応してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 市長のおっしゃるよう

に、想定外のことが新しく始まることですから

起きるかもしれませんね。やはりそういうとこ

ろできめ細かく園側、施設の相談にも乗ってい

ただいて、負担軽減ということでお願いをした

いと思います。 

 次の質問に参ります。さらに問題ということ

で、内閣府は、副食材料費の実費徴収を機に、

滞納がある世帯の保育の利用を中断する可能性

を示唆しており、極めて重大なことです。内閣

府幼児教育・保育の無償化に関する自治体向け

ＦＡＱ（2019年７月31日版）ページ38、市町村

による徴収の中で、副食費の滞納がある保護者

から事情を聞き、利用継続の可否等を検討する

とあります。滞納している副食費についても保

育所への支払いを促すことになります。 

 これまで保育料の滞納があったとしても、そ

れを理由に退所させることはできないとされて

いましたが、副食費の滞納によって保育の利用

を中断する可能性を示唆したことは重大です。

親の経済状況など子供ではどうしようもない事

情の責任を負わせかねないものです。また、こ

れまでは滞納があっても認可保育所の運営には

影響がありませんでしたが、10月からは、それ

が食材費の不足という形で日々の給食に影響を

与えることになります。徴収を担う保育所保育

士との間で新たな緊張も生まれかねません。内

閣府の自治体向けＦＡＱの内容をどのように受

けとめ、10月からの長井市の対応はどうなさる

か、お伺いいたします。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 副食費につきましては、先ほど

ご説明いたしましたとおり、年収360万円未満

相当世帯や第３子以降のお子様などに対しまし

て副食費の支払いは免除されるため、これまで

納付していた保育料より副食費が高くなるとい

った、いわゆる逆転現象は生じないと考えてお

ります。 

 ちなみに、免除された金額は各施設へ給付費

の加算として支給することになります。これま

ではほとんどの世帯から滞納がなく、保育料を

ご納付いただいておりますので、急に滞納世帯

がふえることは想定してございません。 

 しかし、保護者が副食費を滞納する場合には、

経済的理由のほか保護者と施設の間での意思疎

通や信頼関係が何らかの理由で損なわれている

などの事情が考えられます。その際には、市で

保護者から事情を聞き、改善を図りますととも

に、利用を継続するかどうかをお聞きしながら、

滞納している副食費についても保育所への支払

いを促すといったかかわりを持っていく予定で

ございます。 

 また、利用継続の可否等を検討するという部

分についてですが、副食費を滞納しているとい

う理由のみで退所させる取り扱いは、長井市と

しては考えておりません。 

 なお、これは内閣府の自治体向けのこういう

案内なわけでございますけれども、これは全国

の市町村、自治体が一斉に行うことですので、

やっぱりいろんなケースが出てくるかと思いま

すけれども、そういった置賜の各市町あるいは

県内の13市のそういった状況などもしっかりと

情報交換をしながら適切に、なおかつ長井市と

しては、そういった乱暴なことは一切考えてお

りませんので、あくまでも子供を第一に考えて

いきたいと考えております。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 
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○１４番 今泉春江議員 先ほども申しましたが、

親の本当に経済的な理由で子供に影響が出ると

いうことは避けなければならないと思います。

今、市長から内閣府のＦＡＱというか、こうい

う事態にはこういう対応というような、そうい

うものだと思うんですけども、そこの中で書い

てある副食費の滞納では退所はさせないという

ようなことをおっしゃっていただいたと思いま

す。きめ細かく相談に乗るというようなことで、

乱暴なことはしませんというようなご答弁だっ

たと思います。そのように確認させていただい

てよろしいでしょうか、市長。そんな乱暴なこ

とはしませんということでしたので、そのこと

を確認させていただいてよろしいでしょうか。

ということは、場合によっては、そういうこと

もあり得るということでしょうか。そういうふ

うにおっしゃっていただいたので、こちらでは

好意的に確認したいなということで今申し上げ

てますけども、いかがでしょうか。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 先ほど答弁いたしましたように、

そんな乱暴なことはしませんと。あくまでも子

供を第一に考えますと言ってるんですが、それ

を確認しろということですか。先ほど答弁いた

したとおりでございます。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 いや、市長がそういう

ふうにおっしゃっていただいたので、大変長井

市としてはよかったなと、そういう方向でいく

のかなと思って、そこのところを確認というか、

再度市長の答弁をいただいたところでしたけど

も、何か確認すると都合の悪いことがあるんで

しょうか。大きなお声で非常に私、納得いきま

せんけども。そういうことで、市長の答弁は前

向きに私はお伺いしたということで受けとめて

おります。 

 最後の質問に参ります。秋田県がこの副食費

の助成制度を10月に向けて６月議会補正予算で

事業化したということがニュースで載っており

ました。さらに、横手市は、この秋田県の助成

にさらに独自助成の上乗せを行い、全ての世帯

を無料にする方針をこの９月議会に提案しまし

た。このように前向きに取り組む自治体も出て

きています。長井市でも参考にしていただき、

前向きに検討していただければと思います。市

長のお考えをお聞きいたします。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 今泉春江議員がおっしゃる秋田県の例は、先

ほど申し上げました１カ月4,500円の副食費の

２分の１を県が助成し、横手市は市で２分の１

補助して実質ゼロ円、無償化するといった内容

であると思います。 

 長井市の副食費徴収児童数は約270人と試算

いたしますと、費用は同じようなことをいたし

ますと1,500万円程度かかることになります。

実施する場合は、この金額を毎年計上すること

になり、財源確保も含め、やっぱり慎重になら

ざるを得ないのかなと。当然これは子供たち、

就学時前の子供ではございますが、小・中学生

の給食費の無償化ということで、渡部秀樹議員

なども、少なくとも第２子半額だとか第３子無

料化とか、そういったところの配慮をという提

案もございますので、ここは私どもは秋田県の

横手市でそうなさってるということは、いろん

なやっぱり横手市は横手市の考え、事情がある

んでしょうから、山形県の場合２分の１補助す

るわけでもございませんし、それを全て私ども

がやるということになりますと大変な負担にな

りますので、これは慎重にならざるを得ないの

かなというふうに思ってます。 

 また、保育所だけでなく、児童センターに入

っている児童の世帯負担軽減もあわせてやっぱ

り軽減する必要があるということで、以前から

も申し上げてますように、令和３年度から、こ

れから建設を始める学校給食共同調理場、アレ
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ルギー食などにしっかりと対応できるような、

そういう調理施設を建設するわけでございます

が、これらに多額の費用がかかるということ、

あと納入時期もこの調理場から搬入する時期も

あわせて検討していかなきゃいけないと、児童

センターとかに。そう考えておりまして、さま

ざまなやっぱり長井市の場合は横手市のような

環境ではないなと思っております。 

 なお、経済的な支援策につきましては、まず

はやっぱり国がしっかり支援していかなければ

ならない施策であるということと同時に、私の

持論は、渡部秀樹議員にも申し上げましたよう

に、税制を変えてほしいと、何で２子、３子に

もっと扶養控除をさせてくれないのかと。それ

ぐらい２子、３子というのはお金がかかるわけ

ですよ、２倍、３倍。それで、その子供たちが

将来不安だと言われている年金を支えることで

あったり、しっかり次の世代を背負っていく子

供たちになるわけですから、そういった多子世

帯への配慮などもやっぱりまずは考えていくべ

きなのかなというふうに思っております。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 秋田県横手市などの事

例を参考までに申し上げました。給食費の無償

化や18歳までの医療費とか、いろいろ子供に対

する支援ということで私も要望しておりますの

で、さまざま財源の見きわめなど必要というこ

とで承知しております。市長のおっしゃること

も、ある程度理解はいたしますが、引き続きご

検討いただきたいと思います。 

 ところで、最後のまとめで、ちょっと意見を

申し上げたいと思います。幼児教育・保育無償

化の根拠となる改定子ども・子育て支援法に関

し、無償化の基準を定めた内閣府令に80カ所の

誤りがあったことがわかりました。３歳以上を

満３歳未満としたほか、参照条文の誤り、誤字

脱字も多数あった。実務に支障を来さないよう

に周知する方針としているというようなことが

報道されました。長井市でも、保護者や長井市

自身の事務などに支障のないように進めていた

だきたいと思っております。市長、いかがでし

ょうか、このことについて。 

○平 進介議長 今泉議員に申し上げますが……。 

○１４番 今泉春江議員 じゃあ結構でございま

す。私の意見ということで、進めていただきた

いということでご意見を申し上げます。 

 じゃあ、最後の質問に参ります。10月からの

消費税10％増税の市民の影響について質問いた

します。 

 10月１日から消費税10％への増税が予定され

ていますが、各種の全国世論調査では、今も反

対が賛成を上回っています。共同通信の調査で、

女性の反対が61.8％、男性の反対が53.2％とな

っており、慎重姿勢がうかがえます。女性で賛

成と答えた人は32.1％、男性は43.5％などと男

女別でも反対が賛成を大きく上回っています。

女性は、日々の食料品の買い物などで消費税の

影響を強く感じているのだと思います。 

 過日行われた参議院選挙でも、消費税10％増

税は大きな争点になりました。そんな中、先日、

中央地区の地区長会と中央地区選出議員との懇

談会がありました。その中で、地区長のお一人

から、消費税は上げるべきでない、反対してほ

しい、民意を考えてほしいとの意見というか要

望をされました。地域住民と大きくかかわって

いる地区長さんだから出た言葉と思います。 

 10月からの消費税10％増税は、多くの国民が

反対する中、強行されようとしています。税金

などの滞納では、消費税の滞納が一番多く、12

億3,000万円とも報告されています。長井市で

も、市民の暮らしや商売には大きな打撃を受け

ることは間違いありません。市長は、消費税増

税は受け入れざるを得ないと話されました。長

井市議会でも、６月議会で消費税率、地方消費

税率改定による条例の改正が提案され、全ての

条例が採択されました。そこで、増税による市



 

―１７８― 

民の影響を幾つかお聞きします。 

 まず最初に、長井市の教育施設使用料が10月

１日から値上げされます。この値上げによって

施設を使用する市民への影響はどのようにお考

えですか、お伺いいたします。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 この件につきましては、教育委

員会の教育総務課長から答弁いたさせます。 

○平 進介議長 井上 浩教育総務課長。 

○井上 浩教育総務課長 私のほうから今泉議員

のご質問にお答えをいたします。 

 市の教育施設におきまして日常的に使用いた

だいている団体は、市内の社会人のスポーツ団

体やスポーツ少年団でございまして、これらは

社会教育団体または社会教育的色彩の濃い団体

としまして、そもそも使用料が免除になってご

ざいます。こういうことから、市民への影響は

ないというふうに考えております。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 各スポーツ団体やスポ

ーツ少年団、社会的団体が使用してるので影響

はないということでございました。影響がなけ

れば消費税を値上げしなくてもいいのではない

かなと思ったところです。 

 次に、長井市体育施設の値上げが予定されて

います。同じように市民にどう影響を与えます

か、伺います。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 この件につきましては、教育委

員会生涯スポーツ課長から答弁いたさせます。 

○平 進介議長 金田文明生涯スポーツ課長。 

○金田文明生涯スポーツ課長 それでは、私のほ

うから今泉議員の市体育施設使用料の値上げに

よる市民への影響はどうかについてご回答いた

します。 

 体育施設においては、最も金額の大きいもの

でも道照寺平スキー場のアンバーリフト使用料

の30人以上の団体の高校、一般使用の場合200

円値上げとなります。体育施設については、使

用頻度の高いスポーツ少年団や部活動などの使

用がほとんどであり、使用料が免除となります

ので、使用頻度の高い団体であっても影響はあ

りません。 

 なお、ほかの公の施設もそうですが、530円

以下の使用料は、これまでと同様の金額となっ

ております。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 答弁いただきました。

具体的には影響はないようなお話でしたけども、

公の施設なので市民にとってはやはり減免とか

もありますので、負担は少ない価格なので使用

しやすいのではないかと思っております。それ

なのに消費税増税の条例ということで６月に提

案されております。影響がないのに、なぜ条例

を改正するのか、ちょっと振り返ってみて、お

かしいなということを疑問に思っております。 

 じゃあ、次に参ります。生涯学習プラザの使

用料が改定され、値上げされます。利用する市

民への影響はどうでしょうか、お伺いいたしま

す。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 同じく生涯スポーツ課長より答

弁いたさせます。 

○平 進介議長 金田文明生涯スポーツ課長。 

○金田文明生涯スポーツ課長 私のほうからご回

答申し上げます。 

 生涯学習プラザでは、例えば音楽ホールのよ

うな大きな施設の使用で営利目的になりますと

1,000円程度の値上げはありますが、主に市民

や市内の団体が通常研修室や会議室を使用する

分には影響はございません。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 同じく影響はないとい

うことですね。 

 次に、長井市霊園の管理料が値上げになりま

す。市民の利用者への影響はどうでしょうか、
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お伺いいたします。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 市民課長より答弁いたさせます。 

○平 進介議長 金子 剛市民課長。 

○金子 剛市民課長 霊園管理料が値上げになっ

て市民への影響ということですが、長井市霊園

の使用料は年間管理料として1,020円から1,030

円に改定しておりまして、年間10円の増額でご

ざいます。継続して利用していただいている方

について、毎年度８月に納入いただいているた

め、今年度は現行料金でございました。消費増

税後の使用料は来年からの徴収となります。 

 影響でございますが、市民の皆様には十分ご

理解いただけるものと考えております。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 次に参ります。長井市

観光交流センターの使用料が値上げになります

が、利用する方の影響はいかがでしょうか、お

聞きいたします。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 商工観光課長から答弁いたさせ

ます。 

○平 進介議長 赤間茂樹商工観光課長。 

○赤間茂樹商工観光課長 観光交流センターの使

用規定につきましては、まちづくり紹介コーナ

ーを使用する場合ですが、市内に住所を有する

個人または法人等が非営利で使用する場合は、

もともと無料というふうなことになっておりま

したので、これまでどおりパネル展や趣味の作

品展などは影響なくご使用いただけるものと思

います。 

 ただし、中庭広場や観光交流センターを例え

ば市外の事業者が販売などを目的に収益事業と

して使用する場合は有料としておりますので、

こちらについては影響は出ますけども、もとも

と収益を上げるために利用しているというふう

なことから、市民への影響はないんじゃないか

なというふうに考えているところでございます。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 今、課長から中庭など

イベントなどで出店するお店の影響は、収益を

上げるためのものであるから影響はないという

ような答弁でありましたが、だからこそやはり

消費税増税というのは影響するんではないでし

ょうか。わずかな金額ではありますけども、そ

れが売り上げにも大きく影響すると思います。 

 次の質問ですけども、６番をちょっと時間の

関係もありますので、７番に移りたいと思いま

す。６番を抜かさせていただきます。 

 水道料金が値上げになります。市民の暮らし、

商売への影響はどうでしょうか。どのようにお

考えですか、お聞きいたします。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 上下水道課長のほうから答弁を

いたさせます。 

○平 進介議長 蒲生浩美上下水道課長。 

○蒲生浩美上下水道課長 水道料金の値上げによ

る影響でございますが、一例としまして口径13

ミリメートル、毎月の使用料が20立方メートル

の標準的な世帯の１カ月の料金でございますが、

現行の4,212円から4,290円と78円の負担増をお

願いすることになります。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 平均的で１カ月78円ぐ

らいというご答弁でしたが、水道料金に伴い、

下水道料金も値上げになります。一般市民はも

ちろんですけれども、やはり水を使っての商売

をなさる方は非常に大きな負担が、目に見えな

いところで負担になっているんではないかと思

います。家族が多い世帯などは、水道料金の値

上げは大きな負担になるんではないかと思いま

す。また、電気料金やガス料金などの値上げの

お知らせも届いているところです。市民の暮ら

し、商売は大きな打撃を受けます。市長は、そ

のような認識をお持ちでしょうか、お伺いいた

します。 
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○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 そのような認識をお持ちでしょ

うかということは、私は消費税に対して賛成だ

とか反対だとか、そういったことは申し上げて

おらないわけで、消費税増税によって支障のな

いわけがないじゃないですか、値上がりするわ

けですから。確かに市の関連のほうは免除の方

が多いので、影響は少なくなってるかもしれま

せんけど、それでも値上がりはあるわけですか

ら、そういった意味で、なぜ私がそういったこ

とを聞かれるかわかりませんが、影響は少なか

らずあると思いますが、私は、これは国が決め

たことで、だからといって長井市が値上げをし

ないでいくというわけにはいかないわけですよ、

法律で決まってるわけですから。ですから、い

たし方ないというふうに考えてるところでござ

います。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 市長は、市民の暮らし、

それから長井の経済にやっぱり責任を持つとい

うことが大切だと思います。それぞれお考えは

ありますから、市長に反対してはどうかという

ような質問もいたしましたけども、市民への影

響が大きいということを申し上げて、私はそう

いう質問を前回いたしました。ですから、市長

にそういうような認識と、市民は大変だという

ことを感じてらっしゃいますかということをお

聞きしたので、またここで声を大きくしていた

だくと何かちょっと、淡々と答えていただけれ

ばと思っておりました。 

 次に参ります。増税による市民の影響がない

ように努めてもらいたいということで、今のお

話とも同じようなことになりますが、小売店や

飲食店など、レジの準備や軽減税率の複雑な対

応で大変混乱しております。消費者もカードな

どでポイント還元はどうしたらいいのか、カー

ドなんか使ったことないと、現金しか使ったこ

とないなんていう方も、本当にどこで何を買え

ば軽減税率の対象になるのか大混乱しておりま

す。 

 各新聞で、増税は買いだめする余力もないほ

ど家計の底が抜けている子育て世代を直撃して

いる、また国民年金だけの方は10円、20円の値

上げでもずしりと響いてくる、何で弱い者いじ

めをするのかなどと反対する国民の声を各新聞

では毎日取り上げております。こんな国民多数

の反対の声に耳を傾けず、10月からの消費税増

税を強行としている、こんな状態での増税は中

止すべきと思います。やはり長井市民の暮らし

や商売にも大きく影響いたします。 

 長井市議会では、消費税、今、市長も国が決

めることだということでおっしゃいましたけど

も、消費税は国の専権事項、市議会にはなじま

ない、また討論すべきでないなどと意見が出さ

れておりましたが、市民直接に大きく影響する

わけです。市民の暮らし、商売、さらに長井の

経済にも大きく影響いたします。このことで議

会でも市民の暮らしや商売を守る責任があると

思います。市民のために前向きに議論すべきと

考えます。最後に、市長に今申し上げたことの

ご意見を伺いたいと思います。 

○平 進介議長 今泉議員に申し上げますが、質

問事項を明確にして質問していただきたいと思

います。 

 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 先ほども市長に認識を

お伺いいたしましたが、このように、今、私が

意見を申し上げたように、市民は大きな影響を

受けている方がおります。実際そうです。いろ

いろお話を聞いております。そのことに対して、

市長さんのお考えを最後にお聞きして終わりた

いと思います。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 一問一答で質問項目にない内容

なんで、私は答える必要があるかどうかなんで

すが、時間がないのでお答え申し上げますけれ
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ども、いただいた意見は増税による市民への影

響がないように努めていただきたいというよう

なご意見でございましたので、それについては

お答えさせていただきます。 

 現在、我が国の直面する重大な問題の１つは、

少子高齢化に伴う現役世代の減少と高齢者の増

加であると言われており、現役世代の減少は税

金や社会保障料など国の収入を減らし、高齢者

の増加は医療費を初めとする社会保障費を増大

させていると。これは過去20年で３倍に社会保

障費はふえてるわけですね。こういった実態を

踏まえて、国は消費税を上げたんだろうと想定

されます。これは私ども議論したわけじゃなく

て、国会議員で議論いただいたわけでございま

す。 

 今泉議員おっしゃったとおり、この消費税増

税の被害って言うわけじゃないですが、影響を

できるだけ少なくするために、私どもとしては、

先ほど言いましたように、さまざまな就業等々

については最大の配慮を行ってますが、これは

２％の増税は、ある一定程度、影響は出ざるを

得ないと思ってます。したがいまして、それに

対する国がＰＲに努めておる、いろんな例えば

食品の中でこういったものが、いわゆる今まで

どおりの８％で、10％になるものはこういった

ものとか、そういった非常に判断に迷うものが

多々ありますので、その辺はぜひ市民の皆様に、

もう間もなく10月ではございますが、いろんな

形で消費税増税の影響を受けない部分について、

少しでも負担が少なくなるような、そんなこと

やら、あるいは実際消費税増税で困った場合の

消費センター、１階の市民相談センター、そう

いったところでの対応に万全を期してまいりた

いと思います。 

○平 進介議長 14番、今泉春江議員。 

○１４番 今泉春江議員 今の市長のおっしゃっ

たように、市民に対してさまざまな点で対応を

していただければと思います。 

 質問を終わります。 

○平 進介議長 ここで暫時休憩いたします。再

開は午後３時20分といたします。 

 

 

   午後 ２時５７分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 

 

 

○平 進介議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 梅津善之議員の質問 

 

 

○平 進介議長 次に、順位15番、議席番号12番、

梅津善之議員。 

○１２番 梅津善之議員 15番目の質問になりま

す。本当にお疲れさまだと思いますけども、最

後までよろしくお願いします。 

 教育に関することの質問がずっと３回目にな

りますけども、教育長も新しくなられたという

ことで、ぜひお考え方を聞くので、明確な回答

をお願いしたいと思います。 

 先週の土曜日、南中学校の運動会がありまし

て、実はうちの娘は２年生で、青組が優勝とい

うことで、何を思ったか、声を出し過ぎて日曜

日の夜から置賜総合病院の救急にお世話になっ

ておりまして、5,000円払って。大丈夫ですと

言われて、次の日、こどもクリックに行ったん

ですけど、まだ二、三日寝てると大丈夫だなん

て言われて、そうかと自分は思ったんですが。

木曜日になっても治らず、その日の夜、もう一

度置総に行きました。そしたら、たまたま耳鼻

科の先生が当番医で、こんな状態でいつまで置

いとくのやみたいなことを先生に言われて、お


